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COVID-19の検査と治療 

ビザを保有していなかったり、⾃分のビザの滞在資格や状態を正確に把握していない場合でも、公衆衛

⽣に関する指示には従わなければなりません。体調が悪いときは診察を受け、COVID-19（新型コロナ

ウイルス）の検査を受けてください。 

各州・準州政府は、無料の新型コロナウイルス検査および治療を提供しています。 

 ACT（首都特別地域） 

 ニュー・サウス・ウェールズ州 

 北部準州 

 クイーンズランド州 

 南オーストラリア州 

 タスマニア州 

 ビクトリア州 

 西オーストラリア州 

 

地⽅技術移⺠（暫定）ビザ（サブクラス 489、491および

494）保有者 

Skilled Regional (Provisional) [地方技術移⺠（暫定）]ビザ（サブクラス 489、491および 494）

は、オーストラリア国内地方部での⽣活・就労を希望する技術労働者を対象とした、永住権につながる

可能性のある一時滞在ビザです。 

これらのビザはオーストラリア国内地方部のコミュニティや事業が地方経済を⽀えるために技術移⺠⼈材

にアクセスできるよう⽀援するものであり、移⺠とその家族に地方部のコミュニティへの定住を推奨する⽬

的も持っています。 

https://www.covid19.act.gov.au/
https://www.health.nsw.gov.au/Infectious/covid-19/Pages/default.aspx
https://coronavirus.nt.gov.au/
https://www.health.qld.gov.au/
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet
https://www.coronavirus.tas.gov.au/
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.healthywa.wa.gov.au/coronavirus
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COVID-19 ビザ特別措置 

2020年 9月 19日から、国境封鎖や事業者を対象とした規制、景気低迷など COVID-19パンデミッ

クがもたらした影響による不利益を被った可能性がある地方技術移⺠ビザ（サブクラス 887）申請予

定者のうち、条件を満たしている方は、COVID-19特別措置を利用できるようになります。 

COVID-19特別措置の詳細は、Skilled Regional［地方技術移民］ビザ （サブクラス 887）

の項を確認してください。 

 

経済的に困難な状況に陥っているビザ保有者 

地方技術移⺠ビザ保有者で⾃⾝の⽣活を⽀えることができない方は、⾃国への帰国を⼿配するよう強

く推奨されています。 

 

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/skilled-regional-887
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